
◆個別改定項目公表後に作成したＱ＆Ａ訂正事項

根拠「施設基準の見直し」

≪2020年度改定の変更点≫
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
・居宅療養管理指導費
・介護予防居宅療養管理指導費

これらの点数（単位）に係る単一建
物居住者が1人の場合の処方箋につ
いて、受付回数から除外できない取
扱いに変更になりました。

これらの処方箋の取扱いが多い場合
には、「受付回数」のみならず「集
中率」に関与してくるため、実績を
よく確認しておく必要があります。

そして、区分変更があれば、現行基
準の辞退届を行い、新区分の届出が
必要になります。

（追加）ただし、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」「居宅療養管理指導費」「介護
予防居宅療養管理指導費」に係る単一建物居住者が1人の場合の処方箋について、受付回数から除外できない取扱いに見直しとなりました。


